
 

 

『調査士 新・合格データベース〔第五版〕』について 

 

土地家屋調査士試験（午後の部の試験）の合格への究極の学習資料(教材)は，「過去問」

です。 

過去問について学習・検討することは，①合格のために学習すべき項目・事項，条文, 判

例・先例・実例の範囲を明確に把握し，②「過去問は繰り返し出題される」ことから，出

題肢の１つ１つについて理由付けをしながら完全にマスターするということです。 

本教材は，本試験で要求される条文や判例・先例・実例の知識を効率よく学習するため

に制作したもので，昭和 41 年度から平成 22 年度の 45 年間に出題された択一式問題を厳選

して，出題肢別に分解し，法令別・項目別・条文別に問題を整理した【問題編】と，その

肢について正誤，解説を収録した【解説編】より成っています。項目の区分は，不動産表

示登記においては，不動産登記法の条文の順序に沿って行っています（ただし，従前の第

四版とは項目の区分，順番等一部変更されている箇所があります。）。この意図するものは，

不動産登記法の「本法」と，それに関連する各々の「付属法令」（令・規則・準則）を一緒

に学習し，本試験で出題された法令の仕組み（構造）を理解していただくためです。この

区分は，本学院より発行している『詳細調査士六法』の第二部の「三段六法編」に準拠し

ていますので，本教材の学習に際して，『詳細調査士六法』を併用されれば，より一層の学

習効果が期待できるといえます。 

本教材の【問題編】と【解説編】の構成・内容は，次のとおりです。 

 

１ 全体の構成 

本教材では，不動産表示登記法（第１，２分冊）並びに民法及び調査士法（第３分冊）

を次のように区分し，【問題編】【解説編】各々３冊で構成しています。 

  

分冊 区分 科 目  ・  分 野 項目 出題数 

問題編 Ａ 不動産の表示に関する登記（総論） 25 529問 
１ 

解説編 Ｂ 土地の表示に関する登記／表題部所有者に関する登記 22 587問 

問題編 Ｃ 建物又は区分建物の表示に関する登記 32 850問 
２ 

解説編 Ｄ その他の事項（Ａ～Ｃ以外のもの） ９ 110問 

問題編 Ｅ 民法に関する事項 19 101問 
３ 

解説編 Ｆ 土地家屋調査士法に関する事項 12 284問 

〔問題編〕〔解説編〕は各３冊，計６冊で，収録項目は計119項目，収録問数は計2,461

問です。 
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【法１条】 意 義                               

次の文章の（  ）内に下記のアからケまでの語句のうちから最も適切なものを

選んで入れると，不動産の表示に関する登記の制度についての記述となる。使用さ

れない語句の組合せとして正しいものは，後記１から５までのうちどれか。 

 「不動産登記の目的は，不動産に関する（  ）を登記簿に公示し，（  ）と

円滑を図ることにある。そのためには，権利の客体である不動産の（  ）を登記

簿に公示する必要があり，この機能を果たすために，不動産の表示に関する登記の

制度が設けられている。不動産の表示に関する登記については，当該不動産の

（  ）を最もよく知り得るのは当事者であること等から，（  ）を原則として

いるが，登記官が自ら土地又は建物を調査して不動産の表示に関する登記をする

（  ）も補充的に働くものと解されている。もっとも，後者は，不動産の表示に

関する登記のすべてについて適用されるわけではなく，（  ）な公示の機能を有

する登記には一部を除き適用がないとされている。」 

ア 物理的現況  イ 書面主義  ウ 申請主義  エ 報告的   

オ 権利の保全  カ 取引の安全  キ 権利関係  ク 創設的   

ケ 職権主義 

１ アウカ  ２ イエオ  ３ ウエケ  ４ オキケ  ５ カキク      

Ｐ．Ｑ． →H12-３                               

 

不動産の表示に関する登記は，不動産の物理的状況を公簿上明らかにすることを

目的とするものであり，権利に関する登記と異なって，原則として，所有者に登記

申請の義務が課せられている。  

Ｐ．Ｑ． →S43-15-(1)                             

 

表題部に所有者を記録するのは，表題登記に民法第 177 条の規定による第三者に

対する対抗力を付与するためである。  

Ｐ．Ｑ． →S49-10-(3)                             

 

表題部に記録された所有者は，真実の所有者であるとの事実上の推定を受ける。  

Ｐ．Ｑ． →S49-10-(4)                             

Ａ－１ 不動産の表示に関する登記の意義と効力 
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登記記録の表題部に所有者を記録する仕組みは，所有権の保存の登記の申請権者

を特定するとともに，その者の所有権の証明を容易にする機能を有している。  

Ｐ．Ｑ． →H７-３-ア                                          

 

不動産の表示に関する登記は，歴史的な経緯から資産課税の適正化の趣旨も含む

ため，固定資産税が課されない国有の不動産については，表示に関する登記の申請

義務がない。 

Ｐ．Ｑ． →H７-３-イ                             

 

真実の所有者でない者を表題部所有者として記録した表題登記がされている場合

であっても，その登記記録の記録を過失なく信頼して表題部所有者からその不動産

を買い受けた者は，当該不動産の所有権を取得する。  

Ｐ．Ｑ． →H７-３-ウ                             

 

建物の所有を目的とする土地の賃借権で登記されていないものを有する者は，自

己が借地上に所有する建物の表題登記をした場合であっても，所有権の登記をして

いないときは，その借地権を第三者に対抗することができない。 

Ｐ．Ｑ． →H７-３-エ◆                            

 

１筆の土地の一部の売買による所有権の移転は，土地の分筆の登記及び所有権の

移転の登記をしなければ第三者に対抗することはできないが，契約当事者間におけ

る所有権の移転の効力は，分筆の登記がされなくても生ずる。  

Ｐ．Ｑ． →H７-３-オ                              

 

１筆の土地の一部について，その範囲を具体的に特定して売買契約が締結された

場合，分筆の登記により境界を設ける以前に，買主は，当該部分の所有権を取得す

ることができる。  

Ｐ．Ｑ． →H10-４-３                              

 

建物の分割の登記とは，甲建物の附属建物として登記されている建物を，甲建物

とは別個の独立した乙建物とするために分離する登記でありその登記によって形

成的効力が生ずる。  

Ｐ．Ｑ． →H10-12-ア                               
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【法２条５号】 一不動産一登記記録主義の原則                 

登記記録は，１筆の土地又は１個の建物ごとに作成される。  

Ｐ．Ｑ． →S44-13-(4)                             

 

同一の所有者に属する数筆の土地については，１登記記録に登記することができ

る。 

Ｐ．Ｑ． →S50-６-(2)                             

 

２棟以上の建物が，１登記記録に登記されることはない。  

Ｐ．Ｑ． →S50-６-(4)                             

 

１筆の土地の一部について１登記記録を設けることも，例外的にありうる。  

Ｐ．Ｑ． →S50-６-(5)                             

 

数棟の建物が，１登記記録に登記されることもある。 

Ｐ．Ｑ． →S53-14-(3)                             

 

土地は，現実の地目や区画割りを基準として一不動産の範囲が定められ，この範

囲を１筆の土地として１登記記録が備えられる。  

Ｐ．Ｑ． →H10-１-ア                              

 

１筆の土地上に，それぞれを個別に賃貸住宅として利用することを目的として建

築された数棟の建物は，その所有者の意思に反しない限り，１登記記録に登記され

る。 

Ｐ．Ｑ． →H10-１-イ                             

 

１棟の建物を区分した建物については，区分建物ごとに，１登記記録が設けられ

る。  

Ｐ．Ｑ． →S50-６-(1)                             

 

Ａ－２ 一不動産一登記記録主義 
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区分建物については，１棟の建物に属するそれぞれの専有部分が独立して所有権

の対象となるが，１棟の建物に属するものの全部について１登記記録が備えられる。  

Ｐ．Ｑ． →H10-１-オ，S53-14-(2)                        

 

＜二重登記＞ 

所有権の登記がある１棟の建物の一部を譲り受けた者が，当該部分を区分建物と

する表題登記を申請することはできない。 

Ｐ．Ｑ． →S46-12-(3)                             

 

第三者のために表題登記がなされている不動産については，真実の所有者であっ

ても，重ねて表題登記を申請することはできない。 

Ｐ．Ｑ． →S50-６-(3)                             

 

同一の建物について誤って二重に表題登記がされていることを発見した場合には，

登記官は，職権で，後にされた建物の登記を抹消することができる。  

Ｐ．Ｑ． →S45-15-(4)★                            

 

同一の不動産について二以上の登記記録が誤って備えられたことを発見した場合，

登記官は，その全部の登記記録をいったん閉鎖しなければならない。  

Ｐ．Ｑ． →H10-１-ウ★                            
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【法６条１項】管轄登記所                           

甲登記所の管轄区域内にある建物の表題登記の申請を，誤って乙登記所にしたと

きは，その申請事件は，甲登記所に移送される。  

Ｐ．Ｑ． →S43-７-(2)                             

 

公有水面埋立地についての表題登記の申請は，当該土地に最も近い土地の所在地

を管轄する登記所にしなければならない。  

Ｐ．Ｑ． →S63-１-(4)                             

 

公有水面の埋立てによる土地の表題登記の申請は，当該土地の編入される行政区

画が確定するまでは，いずれの登記所にも申請することはできない。 

Ｐ．Ｑ． →H19-11-ア★                            

 

所属未定の埋立地に建築された建物の表題登記の申請は，当該敷地が編入される

べき行政区画が地理的に特に明白である場合には，当該行政区画を管轄する登記所

にすることができる。  

Ｐ．Ｑ． →H15-２-ウ★                            

 

Ａ登記所の管轄区域に所在する主である建物が滅失したため，Ｂ登記所の管轄区

域に所在する附属建物を主である建物とする場合における建物の表題部の変更の

登記の申請は，Ａ登記所にしなければならない。  

Ｐ．Ｑ． →H９-１-ア，S63-１-(5)                        

 

甲登記所において登記されている建物を解体して，乙登記所の管轄区域に移築し

た場合には，乙登記所に建物の滅失及び表題登記を申請しなければならない。  

Ｐ．Ｑ． →S50-９-(2)                             

 

甲登記所において登記されている建物を解体して，乙登記所の管轄区域に移築し

た場合には，甲登記所に建物の所在の変更の登記を申請すれば足りる。  

Ｐ．Ｑ． →S50-９-(3)                             

Ａ－３ 管 轄 登 記 所 
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甲登記所において登記されている建物を乙登記所の管轄区域内にある隣地に移動

させた場合には，甲登記所に建物の滅失の登記を，乙登記所に建物の表題登記をそ

れぞれ申請しなければならない。  

Ｐ．Ｑ． →S50-９-(4)                             

 

甲登記所の管轄区域にある土地が，乙登記所の管轄区域にある区分建物の敷地と

され，敷地権である旨の登記を受けたときであっても，当該土地に係る登記は，甲

登記所に申請しなければならない。 

Ｐ．Ｑ． →H19-11-エ                              

 

【法６条２項】 管轄登記所の指定                       

建物が同一地方法務局管内の２つの登記所の管轄区域にまたがっている場合には，

この建物の管轄登記所は，その建物の表題登記の申請情報を提供した登記所である。  

Ｐ．Ｑ． →S44-８-(2)                             

 

建物が同一の地方法務局の管内の甲登記所と乙登記所の管轄区域にまたがってい

る場合には，甲登記所又は乙登記所のうちいずれか先にその建物の表題登記の申請

がされた登記所が管轄登記所となる。  

Ｐ．Ｑ． →S56-３-(2)                             

 

１個の建物が同一地方法務局管内の２つの登記所の管轄区域にまたがる場合は，

両登記所の協議によってその管轄登記所を定めることができる。  

Ｐ．Ｑ． →S43-７-(1)                             

 

２つの地方法務局の管轄区域にまたがる建物の管轄登記所は，この２つの地方法

務局の長の協議により指定することができる。  

Ｐ．Ｑ． →S44-８-(1)                             

 

建物が同一の法務局の管内の２つの地方法務局の管轄区域にまたがっているとき

は，管轄登記所は，この２つの地方法務局の長の協議によって定められる。  

Ｐ．Ｑ． →S56-３-(3)                             
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【法６条３項】 数個の管轄にまたがる不動産の表題登記の申請           

建物がＡ登記所及びＢ登記所の管轄区域にまたがっている場合には，当該建物の

表題登記の申請は，Ａ登記所又はＢ登記所のいずれにもすることができる。  

Ｐ．Ｑ． →H15-２-ア，H９-１-イ，S47-８-(3)                  

 

甲登記所と乙登記所の管轄にまたがって建物が建築された場合には，床面積の多

い部分の存する敷地の属する管轄登記所に建物の表題登記の申請をしなければな

らない。 

Ｐ．Ｑ． →S47-８-(5)，S58-１-(1)，S63-１-(1)                                

 

数個の登記所の管轄区域にまたがって建築された建物の表題登記は，建物の主要

な部分が存する土地を管轄する登記所に申請しなければならない。  

Ｐ．Ｑ． →S50-９-(1)                             

 

Ａ登記所の管轄区域に主である建物を，Ｂ登記所の管轄区域に附属建物をそれぞ

れ建築した場合における建物の表題登記の申請は，Ａ登記所にしなければならない。  

Ｐ．Ｑ． →H９-１-ウ，S54-12-(3)★                      

 

新築した建物が数個の登記所の管轄区域にまたがって所在するときは，あらかじ

め管轄登記所の指定を求める申請をした後でなければ，建物の表題登記の申請をす

ることはできない。  

Ｐ．Ｑ． →H４-９-(2)，S62-４-(2)                       
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【規則 32 条１項】 管轄の転属と登記記録等の移送                

町村合併により，建物の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属して

も，既に甲登記所において登記を受けた建物の管轄登記所は変わらない。  

Ｐ．Ｑ． →S44-８-(3)                             

  

登記所の管轄区域は行政区画を基準として法務大臣が定めているので，その管轄

の定めが変更されない限り，特定の土地の管轄登記所が変更されることはない。  

Ｐ．Ｑ． →H４-９-(1)                             

 

市町村合併により，不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属

したときであっても，当該不動産の登記記録が甲登記所から乙登記所に移送される

までの間であれば，当該不動産に係る登記は甲登記所に申請することができる。 

Ｐ．Ｑ． →H19-11-ウ                              

 

【準則４条】 他の登記所の管轄区域への建物のえい行移転の場合         

Ａ登記所の管轄区域内にある建物をえい行移転によりＢ登記所の管轄区域内に

移動させた場合には，当該建物の所在の変更の登記の申請は，Ａ登記所又はＢ登記

所のいずれにもすることができる。  

Ｐ．Ｑ． →H15-２-イ，H13-17-ア，S63-１-(2)                    

 

Ａ登記所の管轄に属する既登記の建物をえい行してＢ登記所の管轄区域に移動

させた場合には，Ｂ登記所が管轄登記所であるから，建物の所在の変更の登記の申

請をＡ登記所にすることはできない。 

Ｐ．Ｑ． →H４-９-(3)                             

 

Ａ登記所の管轄区域に所在していた主である建物と附属建物のうち，主である建

物をＢ登記所の管轄区域内にえい行移転した場合における建物の所在の変更の登

記の申請は，Ａ登記所にしなければならない。 

Ｐ．Ｑ． →H９-１-オ★                            

 

Ａ－４ 管轄登記所の変更 
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07 甲登記所の管轄区域内にある主である建物と附属建物から成る１個の建物のうち

主である建物のみを乙登記所の管轄区域内にえい行移転した場合の当該１個の建

物の管轄登記所は，甲登記所である。 

Ｐ．Ｑ． →H18-６-オ★                            

 

甲登記所の管轄に属する既登記の建物の附属建物がえい行移転により乙登記所の

管轄に属した場合，その建物の所在変更の登記は，甲，乙いずれの登記所にも申請

することができる。  

Ｐ．Ｑ． →H13-17-ウ                              

 

建物を甲地から管轄登記所を異にする乙地にえい行移転した場合の建物の所在の

変更の登記は，甲地を管轄する登記所に申請しなければならない。 

Ｐ．Ｑ． →S56-５-(5)                             

 

建物が甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合における建物

の所在の変更の登記の申請は，乙登記所にしなければならない。  

Ｐ．Ｑ． →S58-13-(3)                             

 

【準則５条】 他の登記所の管轄区域にまたがる場合の管轄登記所         

甲登記所の管轄に属する既登記の建物がえい行移転により乙登記所の管轄区域

内にまたがるに至った場合，その建物の所在変更の登記は，床面積の多い部分が存

する土地を管轄する登記所に申請しなければならない｡  

Ｐ．Ｑ． →H13-17-イ                              

 

Ａ登記所の管轄に属する既登記の建物に附属建物を新築した場合には，附属建物

がＢ登記所の管轄に属するときであっても，附属建物の新築による建物の表題部の

変更の登記は，Ａ登記所に申請する。 

Ｐ．Ｑ． →H４-９-(5)，S47-８-(1)                          

 

甲登記所の管轄に属する建物について，乙登記所の管轄に属する土地に附属建物

が建築された場合において，附属建物の床面積のほうが多いときは，乙登記所に建

物の表題部の変更の登記を申請することができる。  

Ｐ．Ｑ． →S62-４-(1)                             
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Ａ登記所の管轄区域内にある建物が管轄区域の変更によりＢ登記所の管轄区域に

もまたがるに至った場合には，当該建物の所在の変更の登記の申請は，Ａ登記所に

のみすることができる。  

Ｐ．Ｑ． →H15-２-オ，S56-３-(5)                             

 

Ａ登記所の管轄区域に所在する建物の増築によりＢ登記所の管轄区域にまたがる

こととなった場合における建物の表題部の変更の登記の申請は,いずれの登記所に

もすることができる。  

Ｐ．Ｑ． →H９-１-エ，S56-３-(4)                              

 

甲登記所において登記されている建物について，増築がされた結果，当該建物が

乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合には，建物の表題部の変更の登記

は，あらかじめ管轄登記所の指定を求める申請をした上で，指定された登記所に対

して申請しなければならない。 

Ｐ．Ｑ． →H19-11-オ                              

 

甲登記所の管轄に属する建物を乙登記所の管轄に属する建物の附属建物とする合

併の登記は，申請することができない。 

Ｐ．Ｑ． →S50-４-(1)                             

 

Ａ登記所の管轄区域内にある建物にＢ登記所の管轄区域内にある建物を附属建物

として合併する登記の申請は，Ａ登記所又はＢ登記所のいずれにもすることができ

る。 

Ｐ．Ｑ． →H15-２-エ，S63-１-(3)                        

 

Ａ登記所の管轄に属する既登記の建物にＢ登記所の管轄に属する既登記の建物を

附属建物として合併する場合には，Ａ登記所には合併の登記を，Ｂ登記所には滅失

の登記を申請する。  

Ｐ．Ｑ． →H４-９-(4)                             

 

 




